
教育実習を希望する方へ 

本校の教育実習生の受け入れ規定は以下のとおりです。規定に従って、申し込みください。 

 

１．教育実習の許可条件 

 （１）原則として本校の卒業生であること。 

 （２）教員になる意志が強く、教員採用試験を受験する者であること。 

 （３）在学する大学に、付属高校等の教育実習の施設が設置されていないこと。 

 （４）本校の指定する期間に実習が可能であること。 

 （５）本校の規則及び校長の指示が厳守できること。  

 （６）麻疹及び風疹の抗体を保有していること。 

 

２．教育実習受け入れの内諾 

  校長が関係職員と協議の上、許可する。 

 

３．実習の申請及び手続き 

 （１）申込期間は、実習希望前年度の４月１日から６月末日とする。 

（２）担当者に申し出て、本校所定「教育実習許可願」を提出する。 

（３）出願者に対し、７月下旬に実習内諾の可否を連絡する。 

（４）内諾を得たものは、大学を通じて「教育実習依頼書」を本校校長に提出する。  

 

４．その他 

  実習生は、本校の指定する日（実習開始日の直近の金曜日）に来校し、事前研修を受け

ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年度の教育実習について（予定） 

 申込期間     ２０２３年４月１日（土）～６月３０日（金） 

 内諾の可否通知  ２０２３年７月下旬 

 事前研修     ２０２４年５月３１日（金） １６時～ 

 実習期間     ２週間 ２０２４年６月 ３日（月）～６月１４日（金） 

３週間 ２０２４年６月 ３日（月）～６月２１日（金） 


